


●誕生：昭和２２年２月１１日

●国宝：建造物（１９件）

⇒法隆寺：１８件

法起寺： １件

※世界文化遺産（※日本第１号）

『法隆寺地域の仏教建造物』

紅葉の名所『竜田川』

色濃く残る『歴史的町並み』
斑鳩町へのアクセス

◆ＪＲ新大阪駅から

ＪＲ新大阪駅 ＪＲ大阪駅

ＪＲ法隆寺駅

ＪＲ法隆寺駅

ＪＲ法隆寺駅

5分

ＪＲ東海道線

快速 31分

ＪＲ大和路線

◆関西国際空港から

ＪＲ関西空港駅 ＪＲ天王寺駅関空特急はるか 30分

ＪＲ阪和線

快速 20分

ＪＲ大和路線

◆ＪＲ京都駅から

ＪＲ京都駅 ＪＲ奈良駅快速 45分 13分

ＪＲ奈良線 ＪＲ大和路線



『歴史的町並みの保存と活用のバランス』

●平成２６年２月１４日 認定 ●平成２６年１０月１日 指定

『斑鳩町歴史的風致維持向上計画』 『法隆寺周辺地区特別用途地区』

⇒面積：１，４２７ha (町域) ⇒面積：約２５ha

（内、重点区域：約８２ha）



● … 重点区域

（歴史的風致維持向上計画）

⇒約８２ha

● … 特別用途地区

（都市計画法）

⇒約２５ha

【法隆寺】



●法隆寺を中心とした歴史的風致

（１）『受け継がれてきた仏教信仰』に関連する歴史的風致

①西円堂の「鬼追式」にみる歴史的風致

②聖霊院の「お会式」にみる歴史的風致

③西室の「夏安居」と「法隆寺夏季大学」にみる歴史的風致

① ② ③



●法隆寺周辺の歴史的風致

（２）『暮らしに息づく歴史と文化』に関連する歴史的風致

④斑鳩神社の秋祭りにみる歴史的風致

⑤西里の愛宕講など民間信仰にみる歴史的風致

⑥龍田神社の秋祭りにみる歴史的風致

⑦吉田寺の「放生会」にみる歴史的風致

④ ⑤ ⑥ ⑦



法律面の課題

法隆寺周辺は、都市計画法において、「第１種低層住居専用地域」に指定

されており、小規模な店舗兼用住宅を除き、単独の店舗や旅館などを建築

することや、建築物の用途を変更できない。

緩和型の「特別用途地区」を指定

●現行の用途

①飲食店

⇒５０㎡以下の店舗兼用住宅

②ホテル・旅館

⇒立地不可

●緩和後の用途

①飲食店

⇒２５０㎡以下の単独店舗

②ホテル・旅館

⇒１，５００㎡以下



【修景整備】

⇒街なみ環境整備事業

（国土交通省所管）

例）旧北畠治房男爵邸の修景整備とカフェレストラン開設

【カフェレストラン開設】

⇒地域経済循環創造事業交付金

（総務省所管）

街なみ環境整備事業

【実績】

・平成２６年度：２件

・平成２７年度：７件



●平成２７年度の施行例

【外観】

⇒街なみ環境整備事業

（国土交通省所管）

【外観】

⇒街なみ環境整備

事業

（国土交通省所管）

【内装・設備】

⇒地域経済循環

創造事業交付金

（総務省所管）

パン屋

（テイクアウト、イートイン可）

チャレンジショップ

（女性起業家支援事業（７区画）





●『法輪寺のライトアップ』

●日常の『法輪寺』※ 桜Ver



初代斑鳩町キャンペーンレディ

（左：松井優花、右：吉川奈央）

ご清聴ありがとうございました。


